
都市：ソウル／SEOUL

更新日：2018/06/04
 
大韓民国の首都ソウル。1394年の朝鮮王朝建国以来、その都（当時の名は漢陽）として、600年の歴史を刻んできた。朝鮮戦争の停戦以後、「漢江の奇

跡」とも呼ばれた近代化を成し遂げ、街には近代的な躍動感と、古都の静かな雰囲気が混在している。市の中心を東西に流れる川・漢江を境にして、北に

旧市街、南に新市街が広がる。旧市街には王宮や宗廟といった史跡が数多く残っている。ソウル最大の市場・東大門や、繁華街・明洞などがあるのもこの

エリア。南の新市街は1988年のソウルオリンピック以降に開発された地域で、世界貿易センタービルを中心に、ホテルやショッピングセンター、デパートな

どが集中している。

市内へのアクセス：仁川国際空港(ICN)から52KM、空港鉄道「A’REX」（直通）で約45分、片道料金8，000ウォン。タクシー 60～90分、エアポートバス 60～

90分。　金浦国際空港(GMP)から18KM、タクシー 40～60分。空港鉄道「A’REX」（一般）で約20分、1450ウォン。リムジンバスで約40-90分。

時差・サマータイム：日本との時差はない。サマータイムはない。[2018年情報]
 
平均気温・降水量・服装

A:夏服・半袖 B：薄手のセーター、カーディガン等 C:冬服・薄手のコート等 D：厚手のコート、手袋等の防寒具

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

最高気温 2 5 12 18 25 29 30 31 27 21 12 3

最低気温 -6 -4 2 8 14 20 23 24 18 11 4 -5

降水量 21 25 47 63 106 133 373 364 169 52 53 23

服装 D D CD BC BC AB AB AB AB BC CD D
 
通貨

通貨単位・略号 ウォン　WON　

1米ドル＝1008.00ウォン 1ウォン＝0.1125円 更新日：2018/06/27

この「為替レート」は、 各通貨を日本で購入する場合の参考レートです。
 

※上記レートはＪＴＢ トラベル外貨センターの外国通貨売相場レートを表示しています。
 

※外貨購入レートは銀行、両替実施日によって異なります。
  

電気・通信機器

電圧 110/220V 周波数 60Hz

プラグタイプ

     

※差込口の形状は同タイプで複数あり、イラストと異なる場合がありますのでご注意ください。
 
飲み水：不可。 ミネラルウォーターを飲むこと。氷も避けた方が良い。
 
祝祭日（*印は年により日にちが変わる祝日）：2018年 1/1(新正（シンジョン/元日）),2/15-17*(ソルラル（旧正月）),3/1(三一節（独立運動記念日）),5/5(子ど

もの日),5/22*(釈迦生誕祭),6/6(顕忠日（忠霊記念日）),6/13*(統一地方選挙（臨時休日）),8/15(光復節（独立記念日）),9/23-25*(チュソク（秋夕）),10/3(開

天節（建国記念日）),10/9(ハングルの日),12/25(クリスマス)[*は年により日が異なる]
 
チップ：無 ＜ホテル＞枕銭W1,000程度、ポーターW2,000 ＜レストラン＞不要 ＜タクシー＞荷物を運んでもらった場合、料金の10% ＜その他＞特になし
 
持込制限・持出制限

 
（日本国の持出・持込制限は税関（http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/index.htm）をご確認ください）

持込制限 持出制限

＜通貨＞現地通貨：現地通貨/外貨に関わらずUSD10,000以上申告要、外

貨：現地通貨/外貨に関わらずUSD10,000以上申告要
 

＜タバコ＞：200本又は葉巻50本又は他のタバコ製品250g(21歳以上)、＜ア

ルコール＞：1本(1L以内)(21歳以上)、＜香水・オーデコロン＞：2オンス、＜

土産品＞：前記品目を除く、購入物や贈り物として貰った物品:USD600迄、

＜禁止品＞：果物、種子、わいせつ物、麻薬、共産圏諸国産品など

＜通貨＞現地通貨：現地通貨/外貨に関わらずUSD10,000以上申告要、外

貨：現地通貨/外貨に関わらずUSD10,000以上申告要
 

＜その他＞：骨董品等文化財:許可証要、＜禁止品＞：生肉・肉製品は日本

へ持出禁止

 
渡航手続

 
（周遊の場合、旅券残存有効期間はすべての訪問国の条件を満たすこと）

 
（税関申告書「要」は免税範囲に関係なく申告書を提出するケースとなります）

 
＜観光査証・渡航認証＞不要、90日以内の観光は査証不要。往復予約済航空券が必要。

 
＜旅券残存有効期間＞入国時3ヵ月以上必要。

 
＜税関申告書＞入国時：要、出国時：不要、出国時は原則不要だが、持出制限を超える金品を所持している場合、申告書の提出が必要。

 
上記の情報は、随時更新を行っておりますが、予告無しに変更され、実際とは異なる場合もございますので、あくまでもご旅行・ご宿泊の参考としてご覧下

さい。情報の相違に起因するお客様の損害(損失)につきましては、責任を負いかねますので予めご了承願います。

http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/index.htm

